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企業年金連合会規約の一部を変更する規約 

 

 

企業年金連合会規約の一部を次のように変更する。 

 

第４０条中「次条第１項、」の次に「第４１条第１項、」を追加し、「第４３条及び第４４条」を

「第４３条、第４４条第１項及び第２項並びに第４４条の２第２項」に改め、「企業年金連合会給

付規程」の次に「（以下「連合会給付規程」という。）」を追加し、「次の各号」を「次の各号の」

に改める。 

 

第４０条の次に次の一条を加える。 

 

（所在不明に関する届書等の提出） 

第４０条の２ 老齢年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当

該受給権者の所在が１月以上明らかでないときは、連合会給付規程の定めるところにより、す

みやかに、所在不明に関する届書を連合会に提出しなければならない。 

２ 連合会は、前項の規定による届書が提出されたときには、当該受給権者に対し、連合会給付

規程で定める生存を明らかにすることができる書面の提出を求めることができる。 

３ 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、連合会給付規程の定

めるところにより、当該書面を連合会に提出しなければならない。 

 

附則 

 

（施行期日） 
第１条 この規約は、認可の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

（所在不明に関する届書等の提出に係る経過措置） 

第２条 この規約による変更後の企業年金連合会規約第４０条の２の規定は、平成１７年１０月

１日前において、厚生年金基金連合会規約に基づき企業年金連合会が老齢年金給付又は一時金

たる給付の支給に関する義務を有する者について準用する。 
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企業年金連合会規約変更理由書 

 

 

１  変更理由 

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改

正する法律（平成２４年法律第６２号。）の一部施行に伴い、公的年金制度の健全性及

び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働

省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成２６年厚生労働省令第２０号。）

が改正されたことにより、老齢年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世

帯に属する者は、当該受給権者の所在が１月以上明らかでないときは、所在不明に関す

る届書を連合会に提出しなければならないこととなったため、規約の一部について所要

の変更を行うものである。 

 

 

２  変更内容 

所在が１月以上明らかでない老齢年金給付の受給権者と同一の世帯に属する者は、所

在不明に関する届書を連合会に提出しなければならないこと、また、連合会は、当該受

給権者に対し、生存の事実を確認できる書面の提出を求めることができる旨の規定を追

加する。その他、以上の変更に伴い、関連箇所の字句等を整理する。 

  

 

３  実施時期 

  この規約は、認可の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 
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企業年金連合会規約新旧対照表 
新 旧 

  

（生存に関する届書の提出） 

第４０条 連合会が支給する第３７条第１号、第２号及び第３号の給付（以下この条、

次条第１項、第４１条第１項、第４３条、第４４条第１項及び第２項並びに第４４

条の２第２項において「老齢年金給付」という。）の受給権者は、企業年金連合会

給付規程（以下「連合会給付規程」という。）の定めるところにより、生存に関す

る届書を連合会に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。  

（１）老齢年金給付の全額につき支給を停止されているとき。  

（２）連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の７第３項の規

定により当該受給権者に係る本人確認情報（同法第３０条の５第１項に規定する

本人確認情報をいう。）の提供を受けることにより生存の事実を確認したとき。 
（所在不明に関する届書等の提出） 
第４０条の２ 老齢年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属す

る者は、当該受給権者の所在が１月以上明らかでないときは、連合会給付規程の定

めるところにより、すみやかに、所在不明に関する届書を連合会に提出しなければ

ならない。 
２ 連合会は、前項の規定による届書が提出されたときには、当該受給権者に対し、

連合会給付規程で定める生存を明らかにすることができる書面の提出を求めるこ

とができる。 
３ 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、連合会給

付規程の定めるところにより、当該書面を連合会に提出しなければならない。 
 

 

（生存に関する届書の提出） 

第４０条 連合会が支給する第３７条第１号、第２号及び第３号の給付（以下この条、

次条第１項、第４３条及び第４４条において「老齢年金給付」という。）の受給権

者は、企業年金連合会給付規程の定めるところにより、生存に関する届書を連合会

に提出しなければならない。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、この限

りでない。  

（１）老齢年金給付の全額につき支給を停止されているとき。  

（２）連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の７第３項の規

定により当該受給権者に係る本人確認情報（同法第３０条の５第１項に規定する本

人確認情報をいう。）の提供を受けることにより生存の事実を確認したとき。 

 

 

（新設） 
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新 旧 

附 則 
（施行期日） 
第１条 この規約は、認可の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 
第２条 この規約による変更後の企業年金連合会規約第４０条の２の規定は、平成１

７年１０月１日前において、厚生年金基金連合会規約に基づき企業年金連合会が老

齢年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を有する者について準用する。 
 
 
 
 


